
 相模原市公告 
 
    大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出 
 
  大規模小売店舗立地法附則第５条第１項の規定により大規模小売店舗の設置者から変更

に関する届出があったので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に

より次のとおり公告し、届出及び添付書類は令和３年１２月２７日まで縦覧に供する。 
  なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき

事項について意見を有する者は、令和３年１２月２７日までに、市長に対し、意見書を提出

することができる。 
 
   令和３年８月２７日 

相模原市長 本村 賢太郎 
 
 １ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
   名 称 gooday place 
   所在地 中央区中央１丁目２０８―２・―１ 
 
 ２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表

者の氏名 
   氏名（名称） 神奈川中央交通株式会社 
  代表者氏名 取締役社長 堀 康紀 
  住   所 神奈川県平塚市八重咲町６－１８ 

 
 ３ 変更しようとする事項 

（１）店舗面積の合計 
（変更前）店舗面積（４階部分）２,１２６㎡    店舗合計面積 計９,０９０㎡ 
（変更後）店舗面積（４階部分）１,３０５㎡    店舗合計面積 計８,２６９㎡ 

 
４ 変更年月日 

   令和３年７月４日 
 
５ 届出年月日 
  令和３年７月２日 
 
６ 縦覧場所 

   中央区中央２丁目１１番１５号  
   相模原市役所環境経済局経済部産業・雇用対策課 


